
令和４年度 加古川市水防計画修正案の概要 

  

【修正主旨】 

 関係機関が水防計画に係る項目の見直しを図ったため、内容を修正するもの。 

 

【修正箇所】 

１ 第１章 総則 

（１）消防団の組織について、団長付を一部改める。 

 

２ 第４章 任務分担 

  安全配慮における留意事項の内容の一部を改める。 

 

３ 第５章 水防要員の配置 

消防団活動隊の表について、消防団長付の要員として女性分団員及び企業連

携消防団員を加え、要員数を改める。 

 

４ 第６章 警戒を要する箇所 

  要監視ため池の第 18水防地区に位置する中の池の改修工事が完了したため

表から削除する。 

 

５ 第８章 情報連絡及び水防通信 

（１）洪水予報指定河川及び水位周知河川に氾濫開始相当水位（参考値）を加

える。 

（２）播磨沿岸に高潮特別警戒水位を加える。 

（３）加古川大堰放流時の連絡方法について、加古川市東消防署を加える。 

 

６ 付録 

（１）各水防資器材の備蓄数値を変更する。 

（２）水防法を最新版に改める。 
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令和４年度加古川市水防計画（新旧対照表）

章 頁 変更前 頁 変更後 変更点

第４章
任務分担

6 6 ・安全配慮における留意事項
の内容の一部を改めるもの。

3第１章
総則

・消防団の組織について、女
性分団長を女性分団に改め、
企業連携消防団員を加えるも
の。

3
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令和４年度加古川市水防計画（新旧対照表）

章 頁 変更前 頁 変更後 変更点

第５章
水防要員の配置

7 7 ・消防団活動隊の表につい
て、消防団長付の要員として
女性分団員及び企業連携消防
団員を加え、要員数を改める
もの。

第６章
警戒を要する箇所

11 11 ・要監視ため池の第18水防地
区に位置する中の池の改修工
事が完了したため表から削除
するもの。

2 / 5 



令和４年度加古川市水防計画（新旧対照表）

章 頁 変更前 頁 変更後 変更点

22 22 ・洪水予報指定河川及び水位
周知河川に氾濫開始相当水位
（参考地）を加えるもの。

22 22 ・播磨沿岸に高潮特別警戒水
位を加えるもの。

第８章
情報連絡及び水防
通信
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令和４年度加古川市水防計画（新旧対照表）

章 頁 変更前 頁 変更後 変更点

第８章
情報連絡及び水防
通信

23 23 ・加古川大堰放流時の連絡方
法について、加古川市東消防
署を加えるもの。

第８章
情報連絡及び水防
通信

24 ２　水防通信
（１）災害通信
　「加古川市地域防災計画」風水害対策編の第３編災害応急対策計画第１
章情報の収集・伝達第２節通信手段の確保及び資料編の通信施設一覧に定
めるところによる。
（２）緊急通信施設
　水防管理者、消防長又はこれらの者の命を受けた者は、水防法第27条第
２項により水防のため緊急を要するときは、次の通信施設を利用すること
ができる。
ア　加古川土木事務所通信施設
イ　加古川警察署通信施設
ウ　西日本旅客鉄道㈱加古川駅通信施設
エ　関西電力新加古川変電所通信施設

24 ２　水防通信
（１）災害通信
　「加古川市地域防災計画」風水害対策編の第３編災害応急対策計画第１
章情報の収集・伝達第２節通信手段の確保及び資料編の通信施設一覧に定
めるところによる。
（２）緊急通信施設
　水防管理者、消防長又はこれらの者の命を受けた者は、水防法第27条第
２項により水防のため緊急を要するときは、次の通信施設を利用すること
ができる。
ア　加古川土木事務所通信施設
イ　加古川警察署通信施設
ウ　西日本旅客鉄道㈱加古川駅通信施設
エ　関西電力送配電㈱新加古川変電所通信施設

・施設名を修正するもの
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令和４年度加古川市水防計画（新旧対照表）

章 頁 変更前 頁 変更後 変更点

付録 43 43 ・各水防資器材の備蓄数値を
変更するもの。
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